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食肉衛生検査所の研修教材の作成
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研究要旨

アメリカ合衆国・EU 等向け輸出向け食肉取扱施設を管轄する食肉衛生検査所の指

名検査員の研修に必要な教材として、輸出食肉認定施設における検査実施要領の業務

遂行に求められる知識及び技術を新規着任者が習得することを設定し、作成した。

新規着任者が一人でも学習できる動画に使用する教材として、指名検査員による検

証を理解するための基礎知識である、と畜場及び食肉処理場の HACCP に基づく衛生

管理を踏まえた講義資料を作成した。また、指名検査員が実施すると畜検査及び検証

に解説を加える動画教材を作成した。さらに、これらの学習で基礎的な知識習得後に

参考となる、国際連合食糧農業機関（FAO）のガイダンス文書及びアメリカ合衆国の

食品衛生管理に係る法令等を翻訳した。

今後は、HACCP に基づく衛生管理を踏まえた講義資料に対応する演習資料の開発

とこれらの教材を用いた研修を実施し、指名検査員の知識及び技術の習得度の変化を

確認する必要がある。

研究協力者：

赤松 玲子 （栃木県食肉衛生検査所）

塚本 真由美（岐阜県飛騨食肉衛生検査

所）

安達 恵、高澤 木綿子（姫路市食肉衛生

検査センター）

西屋 秀樹（鹿児島県阿久根食肉衛生検

査所）

中島 靖剛（スターゼンミートプロセッ

サー株式会社 品質管理部）

Ａ．研究目的

「輸出食肉認定施設における検査実

施要領」（以下、「検査実施要領」とい

う。）の「Ⅰと畜検査の方法」、「Ⅱ米国

等向け輸出食肉に係る指名検査員によ

る検証」の業務遂行に必要な知識及び

技術を身に付けるための教材の開発及

び業務の参考資料を整備することを目

的とした。

Ｂ．研究方法

教材については、前年の研究で検討し

た指名検査員等向けの教材の形式及び

内容を踏まえ、対象者を検査実施要領に

基づくと畜検査及び検証の経験がほと

んどない新規着任者を設定し、作成した。 
 参考資料については、教材の補助資料

の作成及び輸出先国の法令等の翻訳を
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行った。

C.結果

１．動画教材の作成

1.1 と畜検査の方法の教材 
指名検査員が実施する生体検査及び

と殺後検査を撮影し、検査実施要領の項

目及び内容を字幕や説明画像を付した

動画教材を作成した。必要に応じて、米

国 USDA FSIS の公衆衛生獣医師及び検

査官向け研修資料（以下、「FSIS 研修資

料」という。）から引用した説明を加え

た。（図１）

1.2 HACCP の基礎知識 
すでにHACCPの導入研修及び指導者

養成研修で使用されている教材をもと

に、講義動画の映写用資料を作成した。

本教材では、個々のハザードの詳細につ

いては受講生のニーズに合わせるため

記載されていないことから、本教材では

牛のと畜・解体工程におけるハザードを

設定した。また、必要に応じて、FSIS 研

修資料から引用した説明を加えた（図

２）。

1.3 米国等向け輸出食肉に係る指名検査

員による検証の教材

検査実施要領に基づき指名検査員が実

施する検証のうち、とさつ・解体処理に

係る検証（とさつから枝肉保管庫まで）

の作業前点検及び作業中点検と、人道的

な獣畜の取り扱い及びとさつに係る検

証の観察による点検を撮影し、検査実施

要領の点検方法、および「アメリカ合衆

国向け輸出食肉の取扱要綱（以下、「対

米要綱）という。」の要求事項を字幕と

して付した。必要に応じて、FSIS 研修資

料から引用した説明を加えた。（図３）

1.4 微生物検査の教材 
対米要綱に基づき食肉衛生検査所が

実施する腸管出血性大腸菌の検査につ

いて、検査の手技及び検査結果の例を撮

影し、検査法の内容及び留意点の字幕や

説明画像を付した動画教材を作成した。

（図４）

２．参考資料

2.1 FSIS のオンラインセミナー資料の

翻訳

2023 年に FSIS が主催したオンライン

による各国政府担当者向けセミナー

Virtual Food Safety and Inspection Seminar
において、食肉、食鳥肉、卵製品の安全

性の保証に関する FSIS の任務について

説明した動画に、講師の説明の邦訳字幕

を付した。（図５）

2.2 対米要綱に関連するFSIS Directives 
の翻訳

FSIS Directives（公衆衛生獣医師及び

検査官向け指令）の 5000 及び 6000 シリ

ーズの一部を邦訳し、背景等の情報が必

要な部分については解説を加えた。

2.3 国際連合食糧農業機関（FAO）のガ

イダンス文書の翻訳

FAO が 2023 年に公開した Good
Hygiene Practices (GHP) and HACCP 
Toolbox for Food Safety の HACCP の背景

と原則を体系的に説明したガイダンス

文書（ https://www.fao.org/good-hygiene-

practices-haccp-toolbox/en）を邦訳した。 

D.考察

今年度は、アメリカ合衆国・EU 等向
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け輸出向け食肉取扱施設を管轄する食

肉衛生検査所の指名検査員の検査業務

を適切に実施するための教材として、検

査実施要領のと畜検査及び検証につい

て、基礎的な講義資料、動画を利用した

教材、及び参考資料を作成した。

1. HACCP の基礎的な講義資料

「HACCP システムについて相当程度の

知識」の習得で必要とされる講習会で行

われる講義資料を参考にしたうえで、理

解の助けのための解説や、特に輸出向け

食肉取扱施設の検証を行うために必要

と考えられる解説を FSIS の研修資料等

から加えた。これを音声教材とすること

で、新規着任者が一人で学習することが

可能になると考える。しかし、「HACCP
システムについて相当程度の知識」の習

得には、講義だけでなく演習と組み合わ

せる必要があるため、次年度はグループ

で行う演習のための教材を作成する必

要がある。また、講義内容の理解度を確

認するためのテストがあることが望ま

しいと考える。

2. 動画を利用した教材

動画教材で、検査実施要領に基づくと

畜検査及び検証の方法、視点を繰り返し

確認することで、現場で行う OJT の前

に知識のインプットができると考える。

また、OJT の後に動画教材を視聴しなが

ら、OJT の際の疑問点の確認を講師担当

の職員と行うことにも利用することで、

より新規着任者の知識が深まり技術の

習得のスピードを上げることが期待で

きると考える。

 次年度は、検査実施要領に基づき指名

検査員が実施する検証のうち、枝肉の冷

蔵保管以降の工程である食肉処理に係

る検証の作業前点検及び作業中点検、製

品再検査等について、動画教材を作成す

る必要がある。

3. 参考資料

FSISの研修動画、アメリカ合衆国の食肉

の衛生管理に係る法令及び通知等に邦

訳を付けたことにより、基礎的な講義及

び動画教材の補足となり、食肉衛生検査

所の多忙な業務のなかで利用しやすい

参考資料になると考える。

次年度も未翻訳の輸出先国の食肉の衛

生管理に係る法令及び通知等に邦訳を

付ける必要がある。

4. その他

今年度作成した教材及び次年度作

成する教材を用いて、食肉衛生検査所の

新規着任者を対象に研修を実施し、検査

実施要領の業務遂行に必要な知識及び

技術の変化を明らかにする必要がある。 

Ｅ．結論

次年度に取り組むべき内容として、

以下の内容が挙げられた。

1）HACCP の基礎的な講義資料と対

応する演習教材及び理解度テストを作

成する。

2）食肉処理に係る検証の動画教材を

作成する。

3）輸出先国の食肉の衛生管理に係る

法令及び通知等に邦訳を付ける。

4）教材を用いた研修を実施し、受講

前後の検査実施要領の業務遂行に必要

な知識及び技術の変化を明らかにす

る。
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19

５４３２１

3欄でYesとしたハザードを予防、除去、低減す
るために適用できる管理手段は何か?

3欄の判断の根拠を記す２欄のハザードは
HACCPプランで管理
する必要があるか?

この工程で侵入、コントロール、また
は増大する可能性のあるハザードを
特定する

原料/
工程

①後の加熱工程で管理する
②後の加熱工程、冷却工程で管理する。

①原料肉に存在している可能性がある
②原料肉に存在している可能性がある
③冷凍品のため、死滅している

① Yes
② Yes
③ No

B:①非芽胞菌の存在
②芽胞菌の存在
③寄生虫の存在

1.
受入
（豚
肉）

適切に管理され、仕入先で年1回分析試験を
実施している。

NoC:動物用医薬品の残留

①②仕入先で管理したものを購入する。① No
② No

P:①金属片の存在
②異物の混入

①適切な加熱温度・時間で管理する。
②冷却工程で管理する。

①加熱不十分だと生残する
②この条件では芽胞は発芽する

① Yes
② Yes

B:①非芽胞菌の生残
②芽胞菌の生残

35．
蒸煮

C:なし

P:なし

適切な冷却温度・時間で管理する。発芽した芽胞菌が増殖するYesB:芽胞菌の発芽・増殖36:
冷却

C:なし

P:なし



22

６５４３２１

この工程は
CCPか?
（Y/N)

3欄でYesとしたハザードを予防、除去、
低減するために適用できる管理手段は
何か?

3欄の判断の根拠を記す２欄のハザードは
HACCPプランで管
理する必要がある
か?

この工程で侵入、コントロー
ル、または増大する可能性
のあるハザードを特定する

原料/
工程

①後の加熱工程で管理する
②後の加熱工程、冷却工程で管理す
る

①原料肉に存在している可能性がある
②原料肉に存在している可能性がある
③冷凍品のため、死滅している

① Yes
② Yes
③ No

B:①非芽胞菌の存在
②芽胞菌の存在
③寄生虫の存在

1.
受入
（豚
肉）

適切に管理され、仕入先で年1回分析試
験を実施している

NoC:動物用医薬品の残
留

①②仕入先で管理したものを購入する① No
② No

P:①金属片の存在
②異物の混入

①適切な加熱温度・時間で管理する
②冷却工程で管理する

①加熱不十分だと生残する
②この条件では芽胞は発芽する

① Yes
② Yes

B:①非芽胞菌の生残
②芽胞菌の生残

35．
加熱

C:なし

P:なし

適切な冷却温度・時間で管理する発芽した芽胞菌が増殖するYesB:芽胞菌の発芽・増殖36:
冷却

C:なし

P:なし
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